
  

 
「平成２２年度愛知ナノテクものづくりクラスター成果活用促進

事業」の提案を募集します 
 
 
○ 財団法人科学技術交流財団（以下、「財団」といいます。）では、「平成２２年度愛

知ナノテクものづくりクラスター成果活用促進事業」の提案を募集します。 
○ 本事業は、当地域が世界有数のものづくり拠点としての持続的発展を図るため、

愛知県内の中堅・中小企業が主体となって知的クラスター創成事業の成果を活用し

て取り組む技術開発テーマを広く募集し、技術開発を委託するものです。 
 

記 

 

募集の概要は、下記のとおりです。詳細は、財団のホームページで提供する募集要項

を御覧ください。 

 
１ 事業の概要 

（１）委託事業の内容 

①技術開発推進事業 

主体：愛知県内の中堅・中小企業及び大学等により構成される技術開発チーム 

対象：知的クラスター創成事業の成果（技術シーズ）から具体的な製品化・実用

化のターゲットを定め、事業化に必要不可欠な要素技術（応用技術、設計・

製造技術等）を中心とした技術開発事業 

※ 知的クラスター創成事業の参画研究者との効果的な連携によって実施する

必要があります。 

②技術開発推進支援事業 

主体：愛知県内の公設試験研究機関等 

対象：知的クラスター創成事業の成果（技術シーズ）の円滑かつ効果的な移転を

促進するため、県内の公設試験研究機関等に対し必要となるナノテクに対

応する機器の導入などの体制整備や、それを活用した地域企業に対する技

術・成果の普及のための研究、技術相談・指導などの活動 

（２）委託事業期間と委託事業費の規模 

委託事業期間：２年以内 

委託事業費の規模：１年目１，０００万円、２年目７５０万円を上限とします。 

※注 複数年の計画については、本年度の採択が２年目の採択を保証するものではあ

りません。 

 

愛知県政記者クラブにおいても 
同時に記者発表します。 

平成２２年４月１５日（木） 

（財）科学技術交流財団 

担当 木村、佐藤（久）、長 

電話 (052)231-1656 



（３）採択予定件数 

７件程度（①、②の合計） 

（４）採択方法  

募集締め切り後、審査委員会において選考・内定等の各過程を経た後、採択を行

います。また、不採択理由の問合せには、一切応じません。 

 

２ 応募資格 

（１）技術開発推進事業 

「企業」と「大学等」がそれぞれ１以上で構成され、以下の要件を満たす「技術

開発チーム」 

① 主たる提案企業（代表機関）は、愛知県内に本社もしくは本事業の実施拠点を

有する中堅・中小企業であること。 

② 参加企業数の２／３以上が、愛知県内に本社もしくは本事業の実施拠点を有す

る中堅・中小企業であること。 

※ 中小企業：中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第１号

に規定する製造業者。 
※ 中堅企業：資本金１０億円以下または単体で従業員数２，０００人以下の製造

業者（中小企業基本法で定義される中小企業を除く。） 

※ 技術開発チームは、原則としてその構成員の県内中堅・中小企業より代表機関

及び総括責任者を選出していただきます。 

※ 大学等とは、大学もしくは愛知県内の高等専門学校、公設試験研究機関及び研

究開発業務を実施している公益法人であること。 

（２）技術開発推進支援事業 

愛知県内の公設試験研究機関等 

※ 公設試験研究機関等とは、原則、公設試験研究機関であるが、産業支援、科学

技術振興または研究開発事業を業務とする公益法人も含みます。 

 

※ （１）、（２）とも、提案者は知的クラスター創成事業を実施中であるか、あるい

はその研究成果を有する研究者との間で、提案に対して十分な打ち合わせを行った

うえでご提案ください。詳細は、財団法人科学技術交流財団 東海広域知的クラスタ

ー創成事業本部の技術移転コーディネータまでご相談ください。 

 

３ 応募手続き 

（１）申込受付期間 

平成２２年４月２１日（水）～ 平成２２年５月１９日（水）午後５時必着 

受付時間：平日 午前９時～午後５時 

（２）申込方法 
財団宛に申請書類一式を郵送、または持参して下さい。 
（総括責任者・研究開発責任者の名刺を同封・持参願います） 

（３）提出物 

「応募様式」に記入した紙ベースの書類（正１部、副１部）・電子媒体（応募様式

に記入した Word・Excel版；フロッピィ又はＣＤ－Ｒ） 
（４）募集要項及び応募様式 

財 団 所定 の 提案 書 を使 用願 い ます 。様 式 は、 財 団ホ ー ムペ ー ジ

（http://www.astf.or.jp/cluster/seika/index.html）からダウンロードできます。 

 



４ 提出先及び問い合わせ先 

財団法人科学技術交流財団 東海広域知的クラスター創成事業本部 
担当 木村、佐藤（久）、長 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内２－４－７ 愛知県産業貿易館西館７階 

Ｅ-mail： cluster2008＠astf.or.jp 

電話：052-231-1656／FAX：052-231-1640 

 
５．その他 

  下記の日程で開催する「第１回愛知ナノテクものづくりクラスター成果活用促進事

業 成果発表会」において、平成２２年度愛知ナノテクものづくり成果活用促進事業」

の公募内容について紹介します。 
 
  日 時：平成２２年４月２１日（水）１３：００～１６：１０ 
  会 場：名古屋銀行協会 ５Ｆ大ホール（名古屋市中区丸の内２－４－２） 
  参加費：無料 

  詳細は下記ウェブページをご参照ください。 

http://www.astf.or.jp/cluster/index.html 

http://www.astf.or.jp/cluster/index.html�

